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子会社に対する訴訟の判決に関するお知らせ 

 

当社の連結子会社である株式会社インスタイルが、同社前取締役より平成 21 年２月 23 日

付で提起されていた訴訟について、平成 23 年１月 26 日、東京地方裁判所より判決の言い渡

しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．判決があった裁判所及び年月日 

  (1)  裁 判 所  東京地方裁判所 

  (2)  年 月 日  平成 23 年 1 月 26 日 

 

２．訴訟の提起を受けていた子会社の概要 

  (1)  商 号  株式会社インスタイル 

  (2)  所 在 地  東京都渋谷区桜丘町３番 24 号 

  (3)  代 表 者 の 氏 名  代表取締役  中川 哲也 

  (4)  当社出資比率  100％ 

 

３．当該訴訟を提起した者 

  (1)  氏 名  笹岡 洋光 

  (2)  所 在 地  大阪府大阪市 

 

４．訴訟の経緯 

  株式会社インスタイル（以下、「同社」といいます。）は、同社前取締役の笹岡 洋光（以

下、「笹岡氏」といいます。）より、同社臨時株主総会（以下、「本総会」といいます。）に

おいて可決された笹岡氏の取締役解任決議を不服として、本総会における決議は存在しな

いこと及び取締役任期満了までの役員報酬の請求等を主張し、平成 21 年２月 23 日に訴状

が提起されておりました。 

  同社としましては、本総会においてなされた決議は適法であり、株主総会不存在とはい

えないことを主張し、本件訴訟に対応してまいりました。 

 

５．判決の内容 

  平成 21 年１月８日開催の同社臨時株主総会において決議された笹岡氏の取締役解任の



追認決議が有効となり、同社が主張しておりました臨時株主総会の決議は有効と認められ

ました。 

  その結果、平成 21 年１月８日を以って笹岡氏は同社取締役の地位を喪失いたしましたが、 

平成 21 年１月１日より同年同月８日までの取締役報酬及び同年同月９日より笹岡氏の取

締役としての任期満了日である平成21年６月末日までの役員報酬相当分を合計した1,500

万円を支払う旨の判決がなされました。 

 

６．今後の見通し 

同社としましては、今回の判決は一部承服しがたいものであり、上記の取締役報酬等

の支払いに関して争う予定であります。また、これに伴う今回の当社の業績に与える影

響については現在算定中であり、今後判明した段階で発表いたします。 

 

以上 

 


